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山山梨梨医医科科大大学学//山山梨梨大大学学医医学学部部同同窓窓会会  

会会員員のの皆皆ささままへへ  

  

医医師師賠賠償償責責任任保保険険ののごご案案内内    

 

はじめに 

平素は、山梨医科大学／山梨大学医学部同窓会の運営にあたり、会員

の皆さま方には、格別なるご配慮、ご協力を賜り、誠に有難く厚く御

礼申し上げます。 

本会運営を預かる事務局といたしましては、本会の目的である会員相

互の親睦、社会的活動の支援、母校の発展ならびに医学の進歩に寄不

するため、日々活動を行っています。 

例年と同様、本会を窓口として、 

三井住友海上火災保険株式会社「医師賠償責任保険」の募集を行って

います。 

ご案内をお読みいただき、ご希望の方はお申し込みください。 
 

 

この制度は、山梨医科大学／山梨大学医学部同窓会の会員の先

生方が、安心して日常の医療業務に専念できるよう、不慮の医

療事故による損害賠償責任を保険で補償します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨医科大学／山梨大学医学部 同窓会 
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＜＜目目次次＞＞  

１１．．医医師師賠賠償償責責任任保保険険ととはは                      ３３ペペーージジ  

２２．．保保険険金金ををおお支支払払いいすするる主主なな場場合合              ３３ペペーージジ  

３３．．おお支支払払いいのの対対象象ととななるる損損害害                  ４４ペペーージジ  

４４．．保保険険金金ををおお支支払払いいししなないい主主なな場場合合            ５５ペペーージジ  

５５．．ごご契契約約のの仕仕組組みみ                            ６６ペペーージジ  

６６．．ごご留留意意いいたただだききたたいいこことと                    ７７～～８８ペペーージジ  

●●重重要要事事項項ののごご説説明明                            ９９～～１１００ペペーージジ  

募集対象、加入資格等 
 

ご加入いただけるのは、お申込人・記名被保険者が、以下に該当する場合となります。 

◇申込人 
山梨医科大学／山梨大学医学部同窓会の会員（ただし、各医局の先生、ま

たは病院・診療所に勤務して医療に直接従事される方。） 

◇記名被保険者 
山梨医科大学／山梨大学医学部同窓会の会員（ただし、各医局の先生、ま

たは病院・診療所に勤務して医療に直接従事される方。） 
 

申込人と被保険者（保険契約により補償を受けられる方）が異なる場合には、この書面に記載

の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。 
 

 

募集要領 

 
① 前年からご加入されている皆さまについては、加入内容の変更や継続停止のご連絡がな

い場合、今回の募集においては前年同内容のタイプでの自動継続加入の取扱いとさせ

ていただきます。 
② 保険料は既に設定されている口座から引落しとなりますので特にお申し出のないかぎり

改めて加入申込書・口座振替申込書をご提出いただく必要はありません。また、それ以外
の方は同窓会事務局にご連絡下さい。 

③ 住所・加入タイプ・口座の変更・非継続の場合は添付の加入申込書にご記入のうえ返信
用封筒にて、同窓会事務局あてにご送付願います。 

④ 新規に加入をご希望される方は、6 ページの「（5）ご加入手続の方法」をご参照下さい。 

   申込締切日は 2024 年 4 月 12 日（口座引落の場合） 
 

＜＜連連絡絡先先・・取取扱扱代代理理店店＞＞  

取扱代理店 

株式会社 ピース 

 原 武史（ﾊﾗ ﾀｹｼ） 

山梨県中巨摩郡昭和町上河東 ５４３－５６ 

TEL:055-275-3424 FAX:055-275-9070 

引受保険会社 

三井住友海上火災保険株式会社 

山梨支店 山梨第一支社 

山梨県甲府市相生 2-3-16 

TEL:055-228-4331 FAX:055-228-4385 
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日本国内において、被保険者（保険契約により補償を受けられる

方）またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う医療

行為に起因して患者の身体に障害を不えた場合に、被保険者が法

律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、

保険金をお支払いします。 

ただし、保険期間中に発見された患者の身体障害に限ります。 

※「身体の障害」とは、傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺

障害および死亡を含みます。 

※「発見された」とは、次のいずれか早い時をもってなされたものとし

ます。 

◈医療業務による患者の身体の障害を、被保険者が最初に認識

した時、または認識し得た時 

◈被保険者に対して損害賠償請求が提起された時、提起される

おそれがあると被保険者が認識した時、または認識し得た時 
 

 

 

 

この保険は、各医局の先生や勤務医の先生方が、安心して日常の医療業務に専念できるよう、

丌慮の医療上の事故による損害賠償責任を補償対象とする保険です。 

 

医療施設に起因する事故については、補償の対象となりませんのでご注意ください。 

 
 

◆医療上の事故（医師特別約款） 

＜主な特長＞ 

１１．．医医師師賠賠償償責責任任保保険険ととはは 

２２．．保保険険金金ををおお支支払払いいすするる主主なな場場合合  

ご注意 

ください。 
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３３．．おお支支払払いいのの対対象象ととななるる損損害害 
お支払いの対象となる損害は次のとおりです。 

ただし、適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありま

すので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。  

 

【損害の種類】 【 内   容 】 

①損害賠償金 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき

治療費や修理費等（損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。） 

②損害防止費用 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または

有益であった費用 

③権利保全行使費用 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合

に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 

④緊急措置費用 

 

事故が発生した場合の緊急措置（他人の生命や身体を害した場合におけ

る被害者の応急手当等）に要した費用 

⑤協力費用 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力

するために要した費用 

⑥争訟費用 

 

損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 

 

上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から加入者証記載の免責

金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、加入者証記載の支払限度額を限度とします。 

上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については

①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。 

お支払いする争訟費用の額 ＝ ⑥争訟費用の額 × 
支払限度額  

①損害賠償金の額  

 

なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、

必ず引受保険会社までお問い合わせください。 

 

被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に

生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任が

ないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。 

 

 示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。 
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を
行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するよう

ご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、 
損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることが
ありますのでご注意ください。 
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４４．．保保険険金金ををおお支支払払いいししなないい主主なな場場合合 
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。 

 

＜普通保険約款でお支払いしない主な場合＞ 

◈保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任 

◈被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加

重された損害賠償責任 

◈被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊（滅失、破損または汚損）について、その財物に

つき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 

◈被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任 

◈被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 

◈戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働

争議または騒擾（じょう）に起因する損害賠償責任 

◈地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任 

◈液体、気体（煙、蒸気、じんあい等を含みます。）または固体の排出、流出または溢（いっ）出に起

因する損害賠償責任（ただし、丌測かつ突発的な事故によるものを除きます。） 

◈原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任（ただし、医学的、科学的利用もしくは一

般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれら

の化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除

きます。） 

等 

 

＜特別約款でお支払いしない主な場合－医師特別約款＞ 

◈被保険者の業務を行う施設もしくは設備または航空機、車両（原動力がもっぱら人力であるものを

含みます。）、自動車（原動機付自転車を含みます。）、船舶もしくは動物の所有、使用または管理に

起因する損害賠償責任 

◈名誉毀（き）損または秘密漏えいに起因する損害賠償責任 

◈美容を唯一の目的とする医療行為に起因する損害賠償責任 

◈医療の結果を保証することにより加重された損害賠償責任 

◈所定の免許を有しない者が遂行した医療行為に起因する損害賠償責任。ただし、所定の許可を有す

る臨床修練外国医師または臨床修練外国歯科医師が遂行した医療行為に起因する損害賠償責任は除

きます。 

等 
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５５．．ごご契契約約のの仕仕組組みみ 
（１）保険契約者 

この保険は山梨医科大学／山梨大学医学部同窓会が保険契約者となる団体契約です。 

 

（２）被保険者（保険契約により補償を受けられる方） 

山梨医科大学／山梨大学医学部同窓会の会員（ただし、各医局の先生、または病院・診療所に勤務し

て医療に直接従事される方。） 

 

（３）保険期間 

2024年7月1日から2025年7月1日午後４時まで１年間 
 

保険期間（保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。）は１年間です。また、１年未満の短期間で中

途加入いただくことも条件により可能です。 

詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 

お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。 

 

（４）支払限度額と保険料例（保険期間１年間） 
支払限度額の違いにより、下記Sp（スペシャル）・Ｄx（デラックス）・Ａ・Ｂ・Ｃの5タイプをご用意しております 

加入タイプ Sp Dx A B C 

支
払
限
度
額 

医療行為に基づく 

事故 

（医師特別約款） 

１事故につき 3億円 2億円 1億円 5,000万円 100万円 

保険期間中 9億円 6億円 ３億円 
1億5,000万

円 
300万円 

保
険
料 

１勤務医あたりの保険料 50,660円 47,100円 40,660円 34,580円 6,020円 

 

支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。お支払いの対象となる損害のうち、争

訟費用、協力費用については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用につ

いては損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には取扱いが異なりますので、詳細は「３．お支

払いの対象となる損害」（４ページ）をご参照ください。 

免責金額は、保険金としてお支払いする１事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己

負担となる金額をいいます。 

なお、本制度についてはいずれのプランも免責金額は0円となります。 

 

上表の保険料は、団体割引 20％を適用しています。 

団体割引率は、契約時の記名被保険者の人数にしたがって決定されます。募集の結果、団体割引率

が変更となる場合は、保険料または支払限度額の増減を行いますのでご了承ください。 

変更となる場合には、あらためて変更後の内容をご案内いたします。 

なお、日本医師会Ａ会員の先生はＣタイプのみのご加入になります。 

 

（５）ご加入手続の方法 

申込締切日   ： 2024年 4月  １2 日（金）（口座引落の場合）  

口座引落日   ： 2024年 6月    ６日（木） 

加入申込方法  ：  添付の加入申込書に、氏名、所属、会員区分、加入タイプをご記入のうえ別添口

座振替依頼と共に返信封筒にて、同窓会あてにご送付願います。 

 

（６）保険料の払込方法 

保険料は、全額を払い込む一時払となります。 

保険料は必ずご加入と同時に払い込んでください（保険料の払込みを猶予する特約がセットされる場合を除

きます。）。払込みの猶予がない場合は、保険期間が始まった後であっても、取扱代理店または引受保険会社

が保険料を領収する前に生じた事故については、保険金をお支払いしません。 
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６６．．ごご留留意意いいたただだききたたいいこことと 
●ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。詳

細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご丌明な点については、取扱代

理店または引受保険会社までお問い合わせください。 
 

●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収

証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みい

ただき有効に成立したご契約は、引受保険会社と直接契約されたものとなります。 
 

●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。 
 

●＜保険会社破綻時等の取扱い＞ 

◈引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束
した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、
引受保険会社も加入しております。 

◈この保険は、保険契約者が個人、小規模法人（破綻時に常時使用する従業員等の数が２０人以下の法人をいい
ます。）またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります（保
険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合（以下、「個人等」といいます。）以外の者である保険契約
であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、そ
の被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。）。 

◈補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は８０％まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故お
よび破綻時から３か月までに発生した事故による保険金は１００％補償されます。 

 

●この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申

し込みください。 

【個人情報の取扱いについて】 
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および

ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む）が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご

提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用する

ことがあります。 

①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商

品・サービス等の例 

損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商

品、リスクマネジメントサービス 

②提携先等の商品・サービスのご案内の例 自動車購入・車検の斡旋 

上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。 

ただし、保健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を含む）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他

必要と認められる範囲に限定します。 

また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含む）、保険仲立人、医療

機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む）に提供することがあります。 

○契約等の情報交換について 

引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般

社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。 

○再保険について 

引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等

のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。 

引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制

度等については、三井住友海上ホームページ（https://www.ms-ins.com）をご覧ください。 
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●事故が起こった場合のお手続 

（１）事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等 
医療業務に起因した身体障害事故を発見した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、

取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。 

①損害の発生および拡大の防止 

②相手の確認 

③目撃者の確認 

 三井住友海上へのご連絡は                  事故は       いち早く 

２４時間３６５日事故受付サービス 
「三井住友海上事故受付センター」 ０１２０-２５８-１８９（無料）へ 

  
 

（２）保険金のご請求時にご提出いただく書類 
被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を含みます。）が保険金の請求を行う場

合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱

代理店または引受保険会社にご相談ください。 

※１ 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。 

※２ 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合があり

ますので、ご了承ください。 

保険金のご請求に必要な書類 書類の例 

（１）引受保険会社所定の保険金請求書 引受保険会社所定の保険金請求書 

（２）引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確
認する書類およびその他これに類する書類（注） 
（注）事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または

費用発生の有無を確認するための書類をいいます。 

引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明
書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像
データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性
を確認する書類、診療録、看護記録 

（３）損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類  

①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権
者を確認する書類 

診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治
療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、
休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 

②①のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確
認する書類 

 

③損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および
損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害
賠償請求権者の承諾を確認する書類 

示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請
求権者からの領収書 

④共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確
認する書類 

権利移転証（兼）念書 

（４）被保険者が負担した費用の額を示す書類 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・
協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 

（５）その他必要に応じて引受保険会社が求める書類  

①保険金請求権者を確認する書類 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証
明書、代表者事項証明書 

②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要
な書類 

引受保険会社所定の同意書 

③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確
認する書類 

示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通
知書、労災支給決定通知 

④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法
人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 

■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類（注１）をご提出いただいてからその日を含めて３０日以内
に、保険金をお支払いするために必要な事項（注２）の確認を終えて保険金をお支払いします（注３）。 

（注１）保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。 

（注２）保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約
の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をい
います。 

（注３）必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など
専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外におけ
る調査等が丌可欠な場合には、普通保険約款、特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払
いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知
します。 

■保険金請求権については時効（３年）がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等
の詳細は、普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。 

■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取
特権（他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利）を有します。また、原則としてこれらの保険
金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。 
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 ２０１5年 10月１日以降始期契約用  

医 師 賠 償 責 任 保 険 を 
ご 加 入 い た だ く お 客 さ ま へ 

重要事項のご説明 
 

この書面では医師賠償責任保険契約に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。 

お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。 

ご加入の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約（特別約款を含みます。以下同様とします。）によって定まりま

す。普通保険約款・特約が必要な場合は、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 

申込人と記名被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。 

※加入申込票への記名・押印（または署名）は、この書面の受領印を兼ねています。 

※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管くださいますようお願いいたします。 
 

契約概要のご説明 
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読

みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。 

この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご

確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 

 

１．商品の仕組みおよび引受条件等 

（１）商品の仕組み 
保険の種類 商品の仕組み 

医師賠償責任保険 

賠償責任保険普通保険約款 

＋ 医師特別約款 

 ＋ 代位求償権行使に関する特約（自動セット） 

    

（２）補償内容 
■被保険者 

保険の種類 
被保険者（ご加入いただいた保険契約で 

補償を受けられる方をいいます。） 

医師賠償責任保険 加入申込票（注）の「記名被保険者欄」に記載さ

れた方が被保険者となります。 

ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定
される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認くださ

い。 
（注）引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類を

いい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これ

らの書類を含みます。 
 

 
■保険金をお支払いする主な場合 

パンフレット本文（「医師賠償責任保険のご案内」）の「保険金をお支払い
する主な場合」のページをご参照ください。 

 
■お支払いの対象となる損害 

パンフレット本文（「医師賠償責任保険のご案内」）の「お支払いの対象と

なる損害」のページをご参照ください。 
 
■保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由） 

パンフレット本文（「医師賠償責任保険のご案内」）の「保険金をお支払い
しない主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約
款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。 

（３）セットできる主な特約 
この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。 

（４）保険期間 
この保険の保険期間（保険責任の始まる日から終了する日までの期間を
いいます。）は原則として１年間です。お客さまが実際にご加入いただく保

険期間につきましては、パンフレット本文（「医師賠償責任保険のご案
内」）または加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。 

（５）支払限度額等 
パンフレット本文（「医師賠償責任保険のご案内」）をご参照ください。 

２．保険料 
保険料（注）は、保険料算出の基礎、引受条件、保険期間等によって決定され

ます。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 
お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、パンフレット本文
（「医師賠償責任保険のご案内」）または加入申込票の保険料欄にてご確認

ください。 
（注）申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をい

います。 

３．保険料の払込方法について 
パンフレット本文（医師賠償責任保険のご案内」）をご参照ください。 

４．満期返れい金・契約者配当金 
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。 

５．解約返れい金の有無 
ご加入の脱退（解約）に際しては、ご加入の条件に応じ、ご加入の保険期間

のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたします
が、始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料
の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。 注意喚

起情報のご説明 の「６．解約と解約返れい金」をご参照ください。 
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注意喚起情報のご説明 
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載

しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 

この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は普通保険約款・特

約によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 

 

１．ご契約申込みの撤回等（クーリングオフ） 
このご契約は、クーリングオフの対象ではありません。 

２．告知義務・通知義務等 

（１）ご加入時における注意事項（告知義務－加入申込票の 

  記載上の注意事項）  
申込人または被保険者には、ご加入時に加入申込票（注）の記載事項に
ついて事実を正確に告知いただく義務（告知義務）があり、取扱代理店
には告知受領権があります（取扱代理店に対して告知いただいた事項

は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。）。 
加入申込票（注）に記入された内容のうち、※印がついている項目は危険
に関する重要な事項です。この項目が、事実と違っている場合、または

事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いで
きないことがありますので、加入申込票（注）の記載内容を必ずご確認くだ
さい。 

（注）引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類を
いい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、こ
れらの書類を含みます。 

この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加
入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその

内容（保険の種類、保険金額等）を告知してください。 
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされ
た特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場

合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、
取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 

（２）ご加入後における注意事項（通知義務等） 

     
ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、あらかじ
め（事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞

なく）取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。 
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことが
ありますので、十分ご注意ください。 

○勤務医である被保険者が新たに開業される場合、または勤務医で
なくなる場合 

○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変
更が生じる場合 

また、ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、ご加入内容

の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または引受保険
会社にご通知ください。 

◇ご住所の変更等、加入者証に記載された事項を変更する場合 
◇特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合 

  

３．補償の開始時期 
始期日の午後４時（加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻
が記載されている場合にはその時刻）に補償を開始します。保険料は、パン

フレット本文（「医師賠償責任保険のご案内」）記載の方法により払い込んで
ください。記載の方法により保険料を払い込んでいただけない場合、保険期
間が始まった後でも、保険金をお支払いできません。 

４．保険金をお支払いしない主な場合等 

（１）保険金をお支払いしない主な場合 
パンフレット本文（「医師賠償責任保険のご案内」）をご参照ください。なお、
保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を
支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。 

（２）重大事由による解除 
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないこ
とがあります。 
① 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷

害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。 

④ 上記のほか、①～③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険
契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 

５．保険料の払込猶予期間等の取扱い 

  
保険料は、パンフレット本文（「医師賠償責任保険のご案内」）記載の方法

により払い込んでください。パンフレット本文（「医師賠償責任保険のご案
内」）記載の方法により保険料を払い込んでいただけない場合には、保険
金をお支払いできません。また、ご契約を解除させていただくことがありま

す。 

６．解約と解約返れい金 
ご加入を中途で脱退（解約）される場合は、取扱代理店または引受保険会

社に速やかにお申出ください。 
■解約の条件によって、解約日から満期
日までの期間に応じて、解約返れい金

を返還させていただきます。ただし、解
約返れい金は原則として未経過期間分
よりも少なくなります。  

■始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料に
ついて、追加のご請求をさせていただくことがあります。 

７．保険会社破綻時等の取扱い 
パンフレット本文（「医師賠償責任保険のご案内」）をご参照ください。 

 

８．取扱代理店の権限 
パンフレット本文（「医師賠償責任保険のご案内」）をご参照ください。 

 

９．個人情報の取扱い 
パンフレット本文（「医師賠償責任保険のご案内」）をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この保険商品に関するお問い合わせは 
取扱代理店 株式会社 ピ－ス 

山梨県中巨摩郡昭和町上河東５４３－５６ 
ＴＥＬ：055-275-3424  ＦＡＸ：055-275-9070 

 

保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは 

三井住友海上お客さまデスク  

０１２０-６３２-２７７（無料）   

チャットサポートなどの各種サービス  

 
 
https://www.ms-ins.com/contact/cc/ 

 

指定紛争解決機関 
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決
機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結してい
ます。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日
本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター 

０５７０-０２２-８０８〔ナビダイヤル（有料）〕 
【受付時間】 平日 ９：１５～１７：００ 
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/) 

 
 

特にご注意ください 

特にご注意ください 

特にご注意ください 

  A22-102222 承認年月：2023 年 2 月 /A3E13/A 

こちらからアクセスできます。 

 
 

https://www.ms-ins.com/contact/cc/

